
食進会料理教室参加者募集

地域の清掃活動にご協力ください

問い合わせ先　シーオーレ新宮健康福祉課（健康づくり担当）
　　　　　　　☎９６２－５１５１（直）

問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

　「出汁使って、体がよろこぶ簡単食事　～味良し、
見て良し、バランス良し～」というテーマで行いま
す。同じ地域に住む人同士、一緒に料理を作って食
べて、楽しい時間を過ごしましょう。

日時　５月１９日（土）　午前１０時～午後１時　
場所　シーオーレ新宮
対象　町内に住む１８歳以上の人
定員　２０人（先着順）
献�立（予定）　ご飯、魚のムニエル春野菜添え（マヨ
カレーソース）、季節の味噌汁、野菜のお浸し、
白和え　

参加費　３００円
持ってくるもの　エプロン、三角巾、タオル２枚
申込方法　窓口、電話
申込締切日　５月７日（月）�
申込先　シーオーレ新宮健康福祉課
主催　新宮町食生活改善推進会

元気ライフ教室参加者募集
問い合わせ先　地域包括支援センター（町福祉センター内）
　　　　　　　☎９６３－０６６３（直）

家庭用可燃ごみ指定袋販売店を追加しました
問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

　ハローデイ古賀店（古賀市美里２０３）

　５月は清掃月間です。期間中、行政区ごとに道路
や水路などの清掃をおねがいしています。地域の環
境美化のために、各行政区で行われる清掃にはぜひ
参加してください。

　健康づくりや介護予防、生きがいづくりを

テーマに開催しています。今回は、誰でも安全

に楽しめるケアトランポリン教室です。トラン

ポリンの上下運動で全身に刺激を与えます。こ

の機会に体験してみませんか。

日時　毎週水曜日の午前１０時～１１時３０分

　　６月６日・１３日・２０日・２７日

　　７月４日・１１日・１８日・２５日

　　８月１日・８日・２２日・２９日

　　９月５日・１２日・１９日・２６日

　１０月３日・１０日・１７日・２４日

場所　アクア新宮地域交流室

対象　町内に住む６５歳以上の人

内容　トランポリンを使った運動

定員　２４人（先着順）

受講料　無料

申込期間　５月１日（火）～１１日（金）

申込方法　窓口、電話

申込先　地域包括支援センター

介護予防ポイント
対象事業コンビニ交付サービスを一時停止します

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

　メンテナンスのため、５月１２日（土）はコンビニ
交付サービスを一時停止します。
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町からのお知らせ

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時
（祝休日は除く）
※�特に記載のないものは、この受付時間にな
ります。

申込・問い合わせ受付時間

2019年中に新元号となるため、対象期間を含
むものは西暦表記としています。



対象　町内に住む妊婦や０歳児の保護者とその家族
※�託児はありませんが、子どもの見守りスタッフ
がいます。

参加費　無料
持ってくるもの　母子健康手帳、筆記用具
申込方法　窓口、電話
申込締切日　５月１０日（木）
申込先　シーオーレ新宮子育て支援課

町の総合健診を行います
問い合わせ先　シーオーレ新宮健康福祉課（健康づくり担当）　☎９６２－５１５１（直）

　町民の健康増進のため、今年も町の総合健診を実
施します。今回から新たに骨粗しょう症・歯周病疾
患の健診が受けられるようになりました。

　申込開始は６月下旬です。健診の日程や費用、申
し込みに関することなど詳しくは、広報６月号に折
り込むチラシをご確認ください。

総合健診内容（事前予約制）� 年齢の基準日：平成３１年３月３１日

健診の名称 対　　　　象 内　　　　容 注意事項

（特定）健康診査 ２０歳以上の町民
※注意事項をご確認ください

血圧・採血・採尿・問診・身体計測・腹囲測定・医師
診察などがセットになった健診 ★１

肝炎検査 ４０歳以上の町民 腕からの採血でＢ・Ｃ型の肝炎ウイルスの有無を検査 ★２

肺がん結核検診 ２０歳以上の町民 レントゲンによる撮影

★３

大腸がん検診　 ２０歳以上の町民 ２日間分の便で潜血の有無を検査

胃がん検診 ２０歳以上の町民 バリウムによる撮影

前立腺がん検診 ５０歳以上の町民（男性） 腕からの採血でＰＳＡ値を測定

子宮頸がん検診 ２０歳以上の町民（女性） 子宮の入り口付近の細胞を採取し検査

乳がん検診

５０歳以上の町民（女性） マンモグラフィ（１方向）

４０～４９歳の町民（女性） �マンモグラフィ（２方向）

２０～３９歳の町民（女性） 超音波（エコー）

骨粗しょう症検診 ４０歳以上の町民 手首をレントゲンで撮影し判定

歯科健診 ４０歳以上の町民 歯科医師による歯周病健診

マタニティ＆ママの集いの会
問い合わせ先　シーオーレ新宮子育て支援課　☎９６３－２９９５（直）

　町内に住む妊婦や子育て中の保護者を対象に、離
乳食に関する講話を行います。月齢に応じた離乳食
の進め方や食材の増やし方などのポイントを話しま
す。離乳食の試食会もあります。

日時　５月１５日（火）午前１０時～１１時半ごろ
場所　シーオーレ新宮　
内容　管理栄養士による講話・離乳食の試食

★１
①２０～３９歳の町民
②４０～７４歳の新宮町国民健康保険の町民
③４０～７４歳の社会保険等被扶養者の町民
④後期高齢者医療保険の町民（健診日時点）
※�ただし、③④は申込・健康診査受診時に必要書類
などの条件があります。

★２…�過去に肝炎検査をしたことがなく、かつ肝炎
にかかったことがない人が対象です。

★３…�妊娠中や授乳中、アレルギー、持病のある人、
症状のある人は、申し込まれても受診できな
いことがあります。
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後期高齢者医療
 「歯科検診」「健康診査」のお知らせ
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）
　　　　　　　県後期高齢者医療広域連合　☎６５１－３１１１

【歯科健診】
　後期高齢者の口腔機能低下や肺炎などの疾病を予
防するため、歯科健診を実施します。
対�象　本年度７６歳になる被保険者（昭和１７年４
月１日～１８年３月３１日生まれの人）

※長期入院および施設入所の人等を除く
受診期間　６月１日（金）～１２月３１日（月）
※�年末は休診の可能性があるため、問い合わせく
ださい。

受診券の送付　５月中旬に広域連合より郵送
受�診方法　同封している歯科健診の実施医療機関に
予約

持�ってくるもの　受診券、質問票（事前記入）、被保
険者証、３００円（個人負担金）
※�２０２０年度までに限り、７７歳以上の被保険者で
歯科健診を希望する人も受診できます。詳しくは
問い合わせください。

【健康診査】
　後期高齢者の生活習慣病の発症や重症化の予防な
どのため、健康診査を実施しています。
対象　被保険者
※�生活習慣病（★）の治療を受けている人などは対象
外です。

受診票の送付
○４月末現在で被保険者の人　４月下旬～５月初旬
○�５月以降に７５歳になる人　誕生月の10日頃（誕
生日前は受診できません）

受�診方法　かかりつけ医、または前回健康診査を受
けた医療機関に後期高齢者健康診査が受診できる
かを確認して予約

※�どこに予約したらいいのか不明な場合は問い合
わせください。

※７～１１月実施の集団健診でも受診できます。
持�ってくるもの　被保険者証、受診票、５００円（個
人負担金）

★�生活習慣病…糖尿病、高血圧症、脂質異常症その
他の疾病で、内臓脂肪の蓄積に起因するもの

製造事業所のみなさんへ
　工業統計調査を実施します
問い合わせ先　役場政策経営課　☎９６２－０２３０（直）

　製造業を営む従業員４人以上のすべての事業所を
対象に、６月１日時点で工業統計調査を実施しま
す。工業の実態を明らかにすることを目的に、経済
産業省が実施する調査です。実施にあたり、５月か
ら６月にかけて調査員が訪問します。
　調査結果は中小企業に対する施策や、地域振興な
どの国や地方の行政施策に活用され、その他の目
的（税の資料など）に使うことは絶対にありません。
また、提出された調査票は、統計法に基づき調査内
容の秘密は厳守されます。調査へのご協力をおねが
いします。

軽自動車税の減免について
問い合わせ先　役場税務課　☎９６３－１７３１（直）

　次に該当する人は申請により、軽自動車税の減免
を受けることができます。５月上旬に送付する軽自
動車税納税通知書で申請期限と方法をお知らせしま
す。

減免の対象
①�障がい者などが所有する軽自動車など（等級など
の制限あり）
②�障がい者の親族が所有する軽自動車など（障がい
者用としての使用に限る）
③生活保護受給者が所有する軽自動車など
④�社会福祉法人などが所有し、該当事業における障
がい者などのために使用する割合が８０％以上で
ある軽自動車など
⑤行政区が所有する軽自動車など
⑥�構造が障がい者などのためのもので、車検証にそ
の記載があるもの

注意事項
○�上記①②で減免できる車両は障がい者１人につき
１台です。自動車税で減免を受けている場合は適
用できません。
○�自動車検査証に事業用と記載されている軽自動車
は減免できません。
○前年度減免を受けた人も毎年申請が必要です。
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　新宮海岸の松原を守るため、福岡森林管理署と湊
区財産組合で薬剤を散布します。ご協力をおねがい
します。

【空中散布】
○Ａ地区（福岡森林管理署が実施）
　日時　５月１６日（水）、６月６日（水）の
　　　　午前５時～７時ごろ
【地上散布】
○Ｂ地区（福岡森林管理署が実施）
　日時　５月２１日（月）～５月２２日（火）の
　　　　午前４時～１０時ごろ
○Ｃ地区（湊区財産組合が実施）
　日時　５月２３日（水）、６月８日（金）の
　　　　午後１時～４時ごろ
※�雨天・強風などの場合は、翌日以降へ順延します。
防災行政無線からお知らせします。

【使用する薬剤】　ネオニコチノイド系
　カ・ハエ・ゴキブリなどの衛生害虫の防除に広く
使用されている殺虫剤です。農薬使用安全基準にし
たがって使用します。
【みなさんへのおねがい】
○洗濯物は散布前に取り込んでください。
○�散布中、窓などは必ず閉め、散布後１時間程度は
開けないでください。

松くい虫防除の薬剤を散布します
問い合わせ先　役場環境課　☎９６３―１７３２（直）／福岡森林管理署　☎８４３―２１００（直）／新宮森林事務所　☎９６２―００４９（直）

○�散布中、区域内と周辺道路の通行は控えてくださ
い。また、周辺では係員の指示に従ってください。

○�散布後３日間は散布林内への立ち入りを控え、草
木などを採らないでください。

○�散布区域付近で養蜂している人は事前に移動して
ください。

○�空中散布地周辺（新宮浜１・２・３、みずほ、宮前、
松原の各組合）の人は、鳥小屋、泉水、車などを
散布前夜からビニ－ルシ－トで被覆し、シートが
飛ばないようにしてください。

【ビニールシートの配布】
　福岡森林管理署新宮森林事務所（下府７︲１︲１４）
で配布します。必要な人は、５月９日（水）～６月
５日（火）に各自で受け取り、使用後は燃えるごみ
として処分してください。

　民生委員・児童委員は地域の身近な相談役です。
法律で「秘密は守る」ことが義務付けられています。
安心してご相談ください。

【民生委員・児童委員の役割】
○�地域のみなさんの相談相手です。みなさんの悩み
や心配ごとの相談を受け、解決に向けて助言やお
手伝いをします。
○�必要な福祉サービスなどの福祉情報をお知らせし
ます。

○�福祉のアンテナを立てています。地域のみなさん
の福祉に関する問題や要求、期待をキャッチする
ことから活動は始まります。

○�みなさんの相談を解決するために専門機関を紹介
します。

○�みなさんと行政を結ぶパイプ役です。誰もが安心
して生活できるように、みなさんの声を行政や関
係機関に届けます。

５月１２日は民生委員・児童委員の日です
問い合わせ先　役場健康福祉課（障がい者・社会福祉担当）　☎９６２－０２３９（直）
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平成３０年度新宮町国民健康保険税の税率などの改定
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

　国民健康保険（国保）を将来にわたって持続可能
な制度とするため、４月から県が国保の財政運営責
任主体となりました。町は、県への納付金を支払う
ため、県が示す標準保険料を参考に税率などを改定
し、納付金に見合った国保税を徴収する必要があり
ます。
　町では、県が示す標準保険料の算定方式に合わ
せ、次の表のとおり「資産割※」を除いた３方式（所

得割、均等割、平等割）に改定します。資産割の廃
止や税率などの改定に伴い、国保税の変動が大きい
世帯もありますが、従来どおり所得に応じた軽減措
置は適用されます。町の国保運営の安定化のために
も、改定にご理解をおねがいします。

※�資産割…被保険者が保有する固定資産に対して
課税する区分

平成３０年度新宮町国民健康保険税　� ※資産割を廃止し、税率などを改定

区　　　分 医療分 後期支援金分 介護納付金分

所得割（％） 対被保険者全員の
総所得

７.１０％
（前年度７.００％）

２.３０％
（前年度２.００％）

１.９０％
（前年度１.８０％）

均等割（円） 一人あたり ２万５,０００円
（前年度２万円）

８,０００円
（前年度７,０００円）

９,０００円
（前年度９,０００円）

平等割（円） 一世帯あたり ２万７,０００円
（前年度２万２,０００円）

９,０００円
（前年度８,０００円）

６,０００円
（前年度８,０００円）

資産割（％） 対固定資産 －
（前年度２０.００％）

－
（前年度４.００％）

活�動内容　審議会へ出席（年数回）し、男女共同参
画社会の形成に関し必要な事項について調査・審
議するほか、新宮町男女共同参画基本計画に基づ
き実施する施策の実施状況などについて意見を述
べていただきます（審議会１回につき３，０００円
の報酬あり）。

申�込方法　指定の申込用紙に必要事項を記入し、持
参、郵送、メール（syomu@town.shingu.fukuoka.
jp）、FAX（９６２－２０７８）のいずれか

※�申込用紙は町ホームページおよび役場総務課で
配布しています。

申込締切日時　５月１４日（月）午後５時　※必着
選考　提出書類により審査し選考します。
※面接を行う場合があります。
　結果は文書で応募者全員に通知します。
申込先　役場総務課

　町では、新宮町男女共同参画審議会を町における
男女共同参画の推進に関する事項を調査・審議し、
意見を述べる機関として、条例に基づき設置してい
ます。町が取り組む施策などに広く町民の意見を反
映するため、委員を公募します。

募集人数　２人
※�委員は公募以外に、識見を有する人、町内関係
団体の推薦者など１０人以内で組織されます。
応�募資格　男女共同参画社会の形成に意欲と関心が
あり、次の要件に該当する人

○町内に住む応募日現在で２０歳以上の人
○平日に開催する審議会に出席可能な人
○�国もしくは地方公共団体の議員または町の常勤の
職員でない人
任期　２年間（７月１日～２０２０年６月３０日）

新宮町男女共同参画審議会の委員を募集します
問い合わせ先　役場総務課　☎９６３－１７３０（直）
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消費生活相談室

だより

【全国戦没者追悼式】
日程　８月１４日（火）～８月１５日（水）（２日間）
場所　日本武道館
　　　（東京都千代田区北の丸公園２︲３）
募集人数　１０７人
参加資格
①�先の大戦における戦没者、一般戦災死没者と原爆
死没者の遺族で、県内に居住している人（三親等
以内の親族を優先）

②過去に参加したことのない人
③�２日間の行程に十分耐えられる体力を有し、団体
行動がとれる人

参加費用　旅費の一部補助あり、差額は自己負担
申込締切日　６月１日（金）　※厳守
申込先　役場健康福祉課
主催　政府（厚生労働省）

相�談場所　役場２階　消費生活相談室
相�談日時　毎週火曜日・金曜日　午前₁₀時～午後１時・午後２時～４時　※祝日は除く
相談専用番号　☎４１０－２１８２（開設時のみ）

問い合わせ先　役場産業振興課　☎９６２－０２３８（直）

町では週２回、消費生活相談室を開設しています。
身の回りの消費者トラブルなど気軽に相談してください。
相談は無料、町外在住の専門相談員が対応します。

原野や山林などの買い取り話には
耳を貸さないでください！

　「あなたの土地を高値で買い取る」と電話で勧誘し、
詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」の名目でお
金を請求し、「土地の売却と同時に新たな土地の購入の
契約をさせている」といったケースがあります。
　「売却勧誘→下取り型」の手口が目立ちはじめており、
高齢者の被害が非常に多く、被害も深刻化しています。

アドバイス　
○�「土地を買い取る」、「お金は後で返す」
などと言われても、きっぱり断りま
しょう。

○�根拠が不明確な請求には支払わず、あ
わてず、落ち着いて対応しましょう。

○�高齢者がトラブルにあっていないか、
周囲の人も気を配りましょう。

○�不審に感じたら消費生活相談室に相談
しましょう。

平成３０年度戦没者追悼式
問い合わせ先　役場健康福祉課（障がい者・社会福祉担当）　☎９６２－０２３９（直）／県保護・援護課　☎６４３－３３０１（直）

　先の大戦における戦没者に追悼の誠を捧げるとと
もに、平和を祈念するため、戦没者追悼式への参列
者を募集します。
　また、先の大戦の記憶を風化させることなく次の
世代へ継承していくためにも、若い世代（１８歳未
満）の参列も募集します。

【福岡県戦没者追悼式】
日程　８月１５日（水）
場所　県立福岡武道館（福岡市中央区大濠１︲１︲１）
募集人数　９００人
参�加資格　先の大戦における県内出身の戦没者と
一般戦災死没者の遺族で、県内に居住している人
（三親等以内の親族を優先）
参加費用　無料（交通費は自己負担）
※参列遺族全員の献花を予定しています。
申込締切日　６月７日（木）　※厳守
申込先　役場健康福祉課
主催　福岡県
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場合は証明書を発行できません。
○�年度を間違えて取得した場合、証明書の差替えは
できません。いつの所得の証明が必要であるか提
出先に確認のうえ取得してください。

しんぐるっと～支え合いのまちづくり推進会議～　報告会を開催しました
問い合わせ先　町福祉センター健康福祉課（高齢者担当）　☎７１０－８２８６／新宮町社会福祉協議会　☎９６３－０９２１

　誰もが住み慣れた地域で人生の最後まで生活
していくために、住民同士で何ができるのか、ど
のような支援が必要なのかなどを語り合うため、
テーマに分かれて１年間グループワークを行って
きました。その報告会が３月４日にシーオーレ新
宮で行われました。報告書は参加者を代表して中
村敬子さんから長﨑町長へ手渡されました。今後
もますます地域が一体となった取り組みが進んで
いくことを期待します。
　しんぐるっとは今後も定期的に行っていきま
す。また、今後はより地域に密着した課題や社会
資源の把握のため、行政区ごとに地域座談会を開
催する予定です。

報告テーマ
①こどもの貧困・居場所づくり
②地域に住む高齢者への支援
③高齢者の居場所づくり
④地域で活動できるボランティアの育成

所得証明書の発行
問い合わせ先　役場税務課　☎９６３－１７３１（直）

　本年度（平成２９年中）の所得（課税・非課税）証
明書は、平成３０年１月１日に新宮町に住んでいる
人を対象に発行できます。

発�行開始日　町県民税（住民税）の支払方法によっ
て異なります。
○給与天引きのみの人（特別徴収）　５月１０日（木）
○�納付書・口座払いの人（普通徴収）や年金天引き
の人（年金特別徴収）　６月８日（金）
※�給与天引きとそれ以外の支払方法を併用してい
る人は６月８日からとなりますのでご注意くださ
い。
発行に必要なもの
○�本人が来庁する場合　本人確認書類（免許証など
の顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは
２点以上提示）
○�代理人が来庁する場合　本人からの委任状、代理
人の本人確認書類
※代理人が家族であっても必ず委任状が必要です。
※委任状には必ず本人が署名捺印してください。
【手数料】　１通につき３００円
【注意点】
○�未申告の場合や他市町村で課税対象となっている ▲委任状の形式（例）

委　任　状
� 　平成　年　月　日

（あて先）新宮町長

� （委任者）住所　　　　　　　　　　
� 氏名　　　　　　　　㊞　
� 生年月日　　　　　　　　

　私は下記の者を代理人と定め、次の権限
を委任します。

　平成○○年度○○証明書○通の交付申請
及び受領に関すること。

� （代理人）住所　　　　　　　　　　
� 氏名　　　　　　　　　　
� 生年月日　　　　　　　　
� 電話番号　　　　　　　　

▲テーマごとに報告しました

町長へ報告書を手渡しました�▲
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任
用
）

【
上
下
水
道
課
】篠
﨑
隆
一（
政
策

経
営
課
）、
荒
木
和
也（
地
域
協
働

課
）、
岩
永
佳
子（
税
務
課
）

【
議
会
事
務
局
】局
長　

井
上
和
広

（
地
域
協
働
課
課
長
補
佐
）

【
会
計
課
】課
長　

末
永
富
士
美

（
住
民
課
課
長
補
佐
）

【
学
校
教
育
課
】指
導
主
事　

河
野

徹（
新
宮
中
学
校
）、
主
幹　

荒
牧

優
一
郎（
都
市
整
備
課
主
幹
）、
有

働
敬
太（
新
規
採
用
）

【
社
会
教
育
課
】山
下
峰
代（
税
務

課
）、
高
田
尭
弥（
新
規
採
用
）、
落

石
訓（
再
任
用
）

〈
文
化
振
興
財
団
派
遣
〉藤
田
暁
美

（
再
任
用
）

【
立
花
幼
稚
園
】坂
井
香
織（
新
宮

東
幼
稚
園
）

【
新
宮
東
幼
稚
園
】寺
﨑
美
由
紀

（
新
規
採
用
）

【
退
職
】３
月
31
日
付　

藤
田
暁
美

（
地
域
協
働
課
長
）、
三
船
徹（
総

務
課
付
課
長
）、
森
篤
士（
会
計
課

長
）、
中
村
真
一
郎（
環
境
課
長
）、

森
雅
彦（
総
務
課
長
）、
阿
部
智
起

町
職
員
の
人
事
異
動

�
（
４
月
１
日
付
）

※（　

）内
は
前
所
属
ま
た
は
職
名

【
総
務
課
】課
長　

中
野
哲
之（
議

会
事
務
局
長
）、
加
来
加
代（
地
域

協
働
課
）、
桐
島
諒（
環
境
課
）

〈
厚
生
労
働
省
派
遣
〉佐
藤
寛
大

（
総
務
課
）

【
地
域
協
働
課
】課
長　

笠
井
与
志

則（
産
業
振
興
課
長
）、
主
幹　

西

村
由
佳（
社
会
教
育
課
）、
山
王
義

弘（
総
務
課
）

【
政
策
経
営
課
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谷
宏
憲（
税
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）、
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健
康
福
祉
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）
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税
務
課
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学
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教
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課
課
長
補
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克
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課
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須
﨑
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平
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民
課
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坂
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浩
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）

【
住
民
課
】課
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尾
田
繁
男（
住

民
課
課
長
補
佐
）、
主
幹　
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司（
都
市
整
備
課
）、
敷
田
早
紀

（
政
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経
営
課
）、
榮
和
也（
健
康

福
祉
課
）、
大
津
さ
ゆ
り（
新
規
採

用
）

４
月
の
人
事
異
動

【
健
康
福
祉
課
】藤
木
和
美（
学
校

教
育
課
）、
上
野
浩
美（
上
下
水
道

課
）、
阿
部
智
起（
再
任
用
）、〈
相

島
診
療
所
〉赤
星
和
明（
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岡
県
）

〈
社
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協
議
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遣
〉三
船
徹

（
再
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用
）

〈
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バ
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人
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遣
〉

森
篤
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再
任
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）

【
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て
支
援
課
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稲
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恵
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健
康
福
祉
課
主
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舛

本
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健
康
福
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課
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健
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福
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健
康
福
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課
）、
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飼
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克（
都

市
整
備
課
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吉
原
愛
佳（
健
康
福

祉
課
）

【
産
業
振
興
課
】課
長　

竹
上
健

（
税
務
課
長
）、
松
﨑
義
宏（
政
策

経
営
課
）

【
環
境
課
】課
長　

安
河
内
正
路

（
上
下
水
道
課
課
長
補
佐
）、
今
村

一
啓（
健
康
福
祉
課
）、
小
金
丸
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（
住
民
課
）

【
都
市
整
備
課
】課
長
補
佐　
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丸

洋（
都
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課
主
幹
）、
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下
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道
課
）、
斎
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（
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）、
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（
住
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課
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）、
笠
野
愛
美（
新
宮

幼
稚
園
）、
三
ヶ
島
拓
哉（
地
域
協

働
課
）

【
離
任
】３
月
31
日
付　

今
富
久
彰

（
学
校
教
育
課　

指
導
主
事
）、
阿

南
悠
平（
健
康
福
祉
課
相
島
診
療
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）町

立
小
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の人事
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動

○
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※（　
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は
前
学
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ど

【
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）
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正
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校
）、
井
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（
立
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校
）、
小
山
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子（
久

原
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学
校
）、
後
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）、
大
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直
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小
学

校
）、
仙
頭
智
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新
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吉
村
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用
）、
松
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文
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校
）、
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浩
路

（
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免
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）
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髙
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治（
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折
居
和
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浩
介（
新
宮
東
小
学
校
）、
後
藤
京

子（
新
宮
東
小
学
校
）、
松
原
ふ
み

（
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免
中
央
小
学
校
）、
村
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（
退
職
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井
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退
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養
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教
諭　
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﨑
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千
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校
）、
養
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教
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弘
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退

職
）、
主
幹　

吉
原
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退
職
）

【
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島
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学
校
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頭　

井
上
知
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新
宮
東
小
学
校
）、
田
邊
祐
子
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学
校
）

【
新
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学
校
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田
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仲
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学
校
）、
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）、
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）、
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学
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）、
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（
新
宮
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甲
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古
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）、
鶴
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）、
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介（
大

野
東
中
学
校
）、
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校
）、
正
木

宮
小
学
校
）

【
新
宮
中
学
校
】教
頭　

松
枝
克
行

（
久
山
中
学
校
）、
主
幹
教
諭　

河

野
徹（
新
宮
町
教
育
委
員
会
）、
ブ

ラ
ウ
ン
恭
子（
古
賀
北
中
学
校
）、

山
本
睦
子（
志
免
東
中
学
校
）、

村
上
達
人（
新
宮
中
学
校
相
島
分

校
）、
井
上
崇（
志
免
東
中
学
校
）、

篠
﨑
真
由
美（
新
宮
中
学
校
相
島

分
校
）、
村
上
智
美（
粕
屋
中
学

校
）、
大
川
内
健
太（
粕
屋
中
学

校
）、
白
石
勝
己（
退
職
）、
下
川
実

（
退
職
）、
石
飛
眞
一（
退
職
）

【
新
宮
中
学
校
相
島
分
校
】重
富
か

お
り（
新
宮
中
学
校
）、
髙
松
徹
也

（
粕
屋
東
中
学
校
）

※�

新
宮
北
小
学
校
の
転
出
は
あ
り

ま
せ
ん
。

防災行政無線から訓練放送を実施します
問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

新設中学校の校名が「新宮東中学校」に決定しました！
問い合わせ先　役場学校教育課　☎９６３－１７３９（直）

　Ｊアラート（※）による全国一斉の情報伝達訓練が
次のとおり行われます。町では、防災行政無線から
一斉放送する予定です。訓練のため、緊急事態とお
間違いのないようご注意ください。

訓練放送日時　５月１６日（水）１１時００分ごろ
内容　国民保護に関する情報伝達訓練

※�Ｊアラート（全国瞬時警報システム）･･･ 地震や
津波、武力攻撃などの緊急情報を、国が人工衛星
などを通じて瞬時に伝達するシステム

　３月２０日に開催された第３回新設中学校開校準
備委員会で、慎重審議の結果、来年４月に開校す
る中学校の校名を「新宮東中学校」に決定しました。
応募総数１,４１２件の半数近くの６２９件で第１位
であり、小中学生の大多数から寄せられたもので
あったこと、子どもたちの思いを反映させた校名が
最良であることが決定の理由です。
　希望に満ちた多くの思いを実現できるよう、開校
準備を進めていきます。
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